
◎佐賀県条例第15号

佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例

（佐賀県職員給与条例の一部改正）

第１条 佐賀県職員給与条例（昭和26年佐賀県条例第１号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正前 改正後

（休職者の給与）

第16条の５ 略

２～４ 略

５ 職員が職員の分限に関する条例（昭和27年佐賀県条例第18号）

第２条各号に掲げる事由の一に該当して休職にされたときはその

休職の期間中人事委員会規則の定めるところによりこれに給料、

扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の

100以内を支給することができる。

６ 第２項、第３項又は第５項に規定する職員が、当該各項に規定

する期間内で第17条第１項に規定する基準日前１箇月以内に退職

し、若しくは地方公務員法第16条第１号に該当して同法第28条第

４項の規定により失職し、又は死亡したときは、第17条第１項の

規定により人事委員会規則で定める日に、当該各項の例による額

の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で

定める職員についてはこの限りでない。

７ 略

８ 勤勉手当の第17条の４第１項に規定する基準日現在第２項、第

３項又は第５項の規定に該当する職員には、当該各項に規定する

もののほか、第17条の４の例により算出された額にそれぞれ第２

項、第３項又は第５項に規定する割合で乗じて得た額の勤勉手当

を支給することができる。

（休職者の給与）

第16条の５ 略

２～４ 略

５ 職員が職員の分限に関する条例（昭和27年佐賀県条例第18号）

第２条各号に掲げる事由の一に該当して休職にされたときはその

休職の期間中人事委員会規則で定めるところによりこれに給料、

扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の

100以内を支給することができる。

６ 第２項、第３項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規

定する期間内で第17条第１項に規定する基準日前１箇月以内に退

職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で

定める日に、それぞれ第２項、第３項又は前項の規定の例による

額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則

で定める職員についてはこの限りでない。

７ 略

８ 勤勉手当の第17条の４第１項に規定する基準日現在第２項、第

３項又は第５項の規定に該当する職員には、これらの規定に規定

するもののほか、同条の例により算出された額にそれぞれ第２項、

第３項又は第５項に規定する割合で乗じて得た額の勤勉手当を支

給することができる。
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改正前 改正後

（期末手当）

第17条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条から第17

条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という｡）にそれぞ

れ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員

会規則で定める日（次条及び第17条の３第１項においてこれらの

日を「支給日」という｡）に支給する。これらの基準日前１箇月

以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第１号に該当して同

法第28条第４項の規定により失職し、又は死亡した職員（第16条

の５第６項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定め

る職員を除く｡）についても、同様とする。

２・３ 略

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、

若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しく

は失職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計

額とする。

５・６ 略

第17条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。

(1) 略

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

地方公務員法第28条第４項の規定により失職した職員（同法第

16条第１号に該当して失職した職員を除く｡）

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する

支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

（期末手当）

第17条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条から第17

条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という｡）にそれぞ

れ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員

会規則で定める日（次条及び第17条の３第１項においてこれらの

日を「支給日」という｡）に支給する。これらの基準日前１箇月

以内に退職し、又は死亡した職員（第16条の５第６項の規定の適

用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く｡）につ

いても、同様とする。

２・３ 略

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）に

おいて職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに

対する地域手当の月額の合計額とする。

５・６ 略

第17条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。

(1) 略

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

地方公務員法第28条第４項の規定により失職した職員

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する

支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除
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改正前 改正後

く｡）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁

錮
こ

以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める

処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く｡）で、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に

処せられたもの

第17条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされ

ていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号の

いずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止め

ることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該

起訴に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められているものに

限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第６編に規定する

略式手続によるものを除く。第３項において同じ｡）をされ、

その判決が確定していない場合

(2) 略

２ 略

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該

当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さ

なければならない。ただし、第３号に該当する場合において、一

時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一

時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りで

ない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられなかった

く｡）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁

錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める

処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く｡）で、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に

処せられたもの

第17条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされ

ていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号の

いずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止め

ることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該

起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに

限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第６編に規定する

略式手続によるものを除く。第３項において同じ｡）をされ、

その判決が確定していない場合

(2) 略

２ 略

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該

当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さ

なければならない。ただし、第３号に該当する場合において、一

時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一

時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りで

ない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった
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（佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部改正）

改正前 改正後

場合

(2)・(3) 略

４～６ 略

（勤勉手当）

第17条の４ 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条にお

いてこれらの日を「基準日」という｡）にそれぞれ在職する職員

に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び

基準日以前６箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それ

ぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。

これらの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第

16条第１号に該当して同法第28条第４項の規定により失職し、又

は死亡した職員（人事委員会規則で定める職員を除く｡）につい

ても、同様とする。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規

則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごと

の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若

しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しく

は失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ｡）におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額を加算した額に100分の92.5（特定幹部職員にあって

は、100分の112.5）を乗じて得た額の総額

(2) 略

３～５ 略

場合

(2)・(3) 略

４～６ 略

（勤勉手当）

第17条の４ 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条にお

いてこれらの日を「基準日」という｡）にそれぞれ在職する職員

に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び

基準日以前６箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それ

ぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。

これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員（人事

委員会規則で定める職員を除く｡）についても、同様とする。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規

則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごと

の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次

項において同じ｡）において受けるべき扶養手当の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の92.5

（特定幹部職員にあっては、100分の112.5）を乗じて得た額の

総額

(2) 略

３～５ 略
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第２条 佐賀県職員の退職手当に関する条例（昭和28年佐賀県条例第59号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正前 改正後

（自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額）

第３条 略

２ 前項に規定する者のうち、傷病（厚生年金保険法（昭和29年法

律第115号）第47条第２項に規定する障害等級に該当する程度の

障害の状態にある傷病とする。次条第２項並びに第５条第１項及

び第２項において同じ｡）又は死亡によらず、その者の都合によ

り退職した者（第12条第１項各号に掲げる者を含む。以下この項

及び第６条の４第４項において「自己都合退職者」という｡）に

対する退職手当の基本額は、自己都合退職者が次の各号に掲げる

者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定によ

り計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1)～(3) 略

（退職手当の調整額）

第６条の４ 略

２・３ 略

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第１項の規

定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期

間が１年以上４年以下のもの 第１項の規定により計算した額

の２分の１に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期

間が０のもの ０

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの

（自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額）

第３条 略

２ 前項に規定する者のうち、傷病（厚生年金保険法（昭和29年法

律第115号）第47条第２項に規定する障害等級に該当する程度の

障害の状態にある傷病とする。次条第２項並びに第５条第１項及

び第２項において同じ｡）又は死亡によらず、その者の都合によ

り退職した者（第12条第１項各号に掲げる者及び傷病によらず、

地方公務員法第28条第１項第１号から第３号までの規定による免

職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第６条の４

第４項において「自己都合等退職者」という｡）に対する退職手

当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当す

るときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した

額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1)～(3) 略

（退職手当の調整額）

第６条の４ 略

２・３ 略

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第１項の規

定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続

期間が１年以上４年以下のもの 第１項の規定により計算した

額の２分の１に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続

期間が０のもの ０

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のも
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改正前 改正後

第１項の規定により計算した額の２分の１に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が９年以下のもの ０

５ 略

（勤続期間の計算）

第７条 略

２～４ 略

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員

以外の地方公務員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和

28年法律第182号）第２条に規定する者をいう。以下同じ｡）（以

下「職員以外の地方公務員等」と総称する｡）が、引き続いて職

員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等として

の引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、そ

の者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間につ

いては、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げ

る期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在

職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条

例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているとき

は、当該給与の計算の基礎となった在職期間（当該給与の計算の

基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退

職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人（地方独立行政法

人法（平成15年法律第118号）第２条第２項に規定する特定地方

独立行政法人をいう。以下同じ｡）の退職手当の支給の基準（同

法第48条第２項又は第51条第２項に規定する基準をいう。以下同

じ｡）において明確に定められていない場合においては、当該給

与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12

を乗じて得た額（１未満の端数を生じたときは、その端数を切り

捨てる｡）に相当する月数）は、その者の職員としての引き続い

の 第１項の規定により計算した額の２分の１に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が９年以下のもの ０

５ 略

（勤続期間の計算）

第７条 略

２～４ 略

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員

以外の地方公務員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和

28年法律第182号）第２条に規定する者をいう。以下同じ｡）（以

下「職員以外の地方公務員等」と総称する｡）が、引き続いて職

員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等として

の引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、そ

の者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間につ

いては、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げ

る期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在

職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条

例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているとき

は、当該給与の計算の基礎となった在職期間（当該給与の計算の

基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退

職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人（地方独立行政法

人法（平成15年法律第118号）第２条第２項に規定する特定地方

独立行政法人をいう。以下同じ｡）の退職手当の支給の基準（同

法第48条第２項又は第51条第２項に規定する基準をいう。以下同

じ｡）において明確に定められていない場合においては、当該給

与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12

を乗じて得た額（１未満の端数を生じたときは、その端数を切り

捨てる｡）に相当する月数）は、その者の職員としての引き続い
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改正前 改正後

た在職期間には含まないものとする。

(1) 略

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「地方

公共団体等」という｡）で、退職手当に関する規定又は退職手

当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共

団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立

行政法人（地方独立行政法人法第８条第３項に規定する一般地

方独立行政法人をいう。以下同じ｡）、地方公社若しくは公庫等

（国家公務員退職手当法第７条の２第１項に規定する公庫等を

いう。以下同じ｡）（以下「一般地方独立行政法人等」という｡）

に使用される者（役員及び常時勤務に服することを要しない者

を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という｡）が、

任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法

人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当

該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体

等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員

又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方

公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めて

いるものの公務員（以下「特定地方公務員」という｡）が、任

命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般

地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当（これに相当する

給与を含む。以下この項において同じ｡）に関する規程におい

て、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命

権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等

の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一

般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合

に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての

た在職期間には含まないものとする。

(1) 略

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「地方

公共団体等」という｡）で、退職手当に関する規定又は退職手

当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共

団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立

行政法人（地方独立行政法人法第８条第１項第５号に規定する

一般地方独立行政法人をいう。以下同じ｡）、地方公社若しくは

公庫等（国家公務員退職手当法第７条の２第１項に規定する公

庫等をいう。以下同じ｡）（以下「一般地方独立行政法人等」と

いう｡）に使用される者（役員及び常時勤務に服することを要

しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という｡）

が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行

政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続い

て当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共

団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公

務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該

地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定

めているものの公務員（以下「特定地方公務員」という｡）が、

任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一

般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当（これに相当す

る給与を含む。以下この項において同じ｡）に関する規程にお

いて、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任

命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人

等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該

一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場

合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員として
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改正前 改正後

勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用され

る者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用

される者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。

以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地

方公社職員」という｡）となるため退職し、かつ、引き続き特

定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職

した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、

引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続い

て職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員と

しての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務

員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3)～(7) 略

６～９ 略

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限）

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（当該退職

をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の

額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、当該退職をした者

が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行った非違

の内容及び程度、当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響その

他の別に知事が定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の

全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 略

(2) 地方公務員法第28条第４項の規定による失職（同法第16条

第１号に該当する場合を除く｡）又はこれに準ずる退職をした

者

２・３ 略

の勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用さ

れる者としての勤続期間に通算することと定めているものに使

用される者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除

く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特

定地方公社職員」という｡）となるため退職し、かつ、引き続

き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として

在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、

かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引

き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公

務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地

方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3)～(7) 略

６～９ 略

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限）

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（当該退職

をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の

額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、当該退職をした者

が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行った非違

の内容及び程度、当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響その

他の別に知事が定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の

全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 略

(2) 地方公務員法第28条第４項の規定による失職又はこれに準

ずる退職をした者

２・３ 略
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改正前 改正後

（退職手当の支払の差止め）

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当

該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行

うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について

禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和

23年法律第131号）第６編に規定する略式手続によるものを除

く。以下同じ｡）をされた場合において、その判決の確定前に

退職をしたとき。

(2) 略

２～４ 略

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当

管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、

速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、

第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者が

その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕さ

れているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に

明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 略

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分

の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確

定した場合（禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が

確定した場合を除く｡）又は公訴を提起しない処分があった場

合であって、次条第１項の規定による処分を受けることなく、

当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった

日から６月を経過した場合

（退職手当の支払の差止め）

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当

該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行

うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について

禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和

23年法律第131号）第６編に規定する略式手続によるものを除

く。以下同じ｡）をされた場合において、その判決の確定前に

退職をしたとき。

(2) 略

２～４ 略

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当

管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、

速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、

第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者が

その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕さ

れているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に

明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 略

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分

の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確

定した場合（禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が

確定した場合を除く｡）又は公訴を提起しない処分があった場

合であって、次条第１項の規定による処分を受けることなく、

当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった

日から６月を経過した場合
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改正前 改正後

(3) 略

６～10 略

（退職後禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限）

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等

の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該

当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職を

した者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職を

した者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受

ける権利を承継した者）に対し、第12条第１項に規定する別に知

事が定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の

退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全

部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた

場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る｡）

に関し当該退職後に禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。

(2)・(3) 略

２～６ 略

（退職をした者の退職手当の返納）

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額

が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、

第12条第１項に規定する別に知事が定める事情のほか、当該退職

をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額

（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていな

ければ第10条第３項、第６項又は第８項の規定による退職手当の

支給を受けることができた者（次条及び第17条において「失業手

当受給可能者」という｡）であった場合にあっては、これらの規

(3) 略

６～10 略

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限）

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等

の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該

当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職を

した者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職を

した者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受

ける権利を承継した者）に対し、第12条第１項に規定する別に知

事が定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の

退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全

部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた

場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る｡）

に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2)・(3) 略

２～６ 略

（退職をした者の退職手当の返納）

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額

が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、

第12条第１項に規定する別に知事が定める事情のほか、当該退職

をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額

（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていな

ければ第10条第３項、第６項又は第８項の規定による退職手当の

支給を受けることができた者（次条及び第17条において「失業手

当受給可能者」という｡）であった場合にあっては、これらの規
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（佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部改正）

第３条 佐賀県職員等の旅費に関する条例（昭和29年佐賀県条例第15号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正前 改正後

定により算出される金額（次条及び第17条において「失業者退職

手当額」という｡）を除く｡）の全部又は一部の返納を命ずる処分

を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。

(2)・(3) 略

２～６ 略

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付）

第17条 略

２・３ 略

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当

該刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられた後において第15条第

１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退

職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日

から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当

該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられた

ことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした

者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手

当額を除く｡）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分

を行うことができる。

５～８ 略

定により算出される金額（次条及び第17条において「失業者退職

手当額」という｡）を除く｡）の全部又は一部の返納を命ずる処分

を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2)・(3) 略

２～６ 略

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付）

第17条 略

２・３ 略

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当

該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第

１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退

職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日

から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当

該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

ことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした

者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手

当額を除く｡）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分

を行うことができる。

５～８ 略
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改正前 改正後

（旅費の支給）

第３条 略

２ 略

３ 職員が前項第１号の規定に該当する場合において、地方公務員

法（昭和25年法律第261号）第16条第２号、第３号及び第５号若

しくは第29条第１項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由に因

り退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定

による旅費は支給しない。

４・５ 略

６ 第１項、第２項、第４項及び前項の規定により、旅費の支給を

受けることができる者（その者の扶養親族の旅行について旅費の

支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下

本条において同じ｡）が、その出発前に第４条第３項の規定によ

り、旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅

行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者

の損失となった金額で知事の定める金額を旅費として支給するこ

とができる。

７ 略

（旅行命令等）

第４条 略

２ 略

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要がある

と認める場合には、自ら又は第５条第１項若しくは第２項の規定

による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、

旅行命令簿又は旅行依頼簿（以下「旅行命令簿等」という｡）に

（旅費の支給）

第３条 略

２ 略

３ 職員が前項第１号の規定に該当する場合において、地方公務員

法（昭和25年法律第261号）第16条第１号、第２号及び第４号若

しくは第29条第１項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由に因

り退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定

による旅費は支給しない。

４・５ 略

６ 第１項、第２項、第４項及び前項の規定により、旅費の支給を

受けることができる者（その者の扶養親族の旅行について旅費の

支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下

本条において同じ｡）が、その出発前に次条第３項の規定により、

旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行

のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の

損失となった金額で知事の定める金額を旅費として支給すること

ができる。

７ 略

（旅行命令等）

第４条 略

２ 略

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を取り消し、又は変更

する必要があると認める場合には、自ら又は次条第１項若しくは

第２項の規定による旅行者の申請に基づき、これを取り消し、又

は変更することができる。

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを取り消し、若

しくは変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿（以下「旅行命
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（佐賀県公立学校職員給与条例の一部改正）

第４条 佐賀県公立学校職員給与条例（昭和32年佐賀県条例第44号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正前 改正後

当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行

わなければならない。但し、これを提示するいとまがない場合に

は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することがで

きる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、

旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該

旅行者に提示しなければならない。

５ 略

令簿等」という｡）に当該旅行に関する事項を記載し、これを当

該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示

するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は

これを取り消し、若しくは変更することができる。この場合にお

いて、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当

該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しな

ければならない。

５ 略

改正前 改正後

（期末手当）

第20条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条から第20

条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という｡）にそれぞ

れ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員

会規則で定める日（次条及び第20条の３第１項においてこれらの

日を「支給日」という｡）に支給する。これらの基準日前１箇月

以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第１号に該当して同

法第28条第４項の規定により失職し、又は死亡した職員（第22条

第６項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職

員を除く｡）についても、同様とする。

２・３ 略

４ 前２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、

若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しく

は失職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料

（期末手当）

第20条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条から第20

条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という｡）にそれぞ

れ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員

会規則で定める日（次条及び第20条の３第１項においてこれらの

日を「支給日」という｡）に支給する。これらの基準日前１箇月

以内に退職し、又は死亡した職員（第22条第６項の規定の適用を

受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く｡）について

も、同様とする。

２・３ 略

４ 前２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）に

おいて職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額の合計額

13



改正前 改正後

の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。

５・６ 略

第20条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。

(1) 略

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

地方公務員法第28条第４項の規定により失職した職員（同法第

16条第１号に該当して失職した職員を除く｡）

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する

支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く｡）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁

錮
こ

以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める

処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く｡）で、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に

処せられたもの

第20条の３ 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとさ

れていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止

めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該

起訴に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められているものに

限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第６編に規定する

略式手続によるものを除く。第３項において同じ｡）をされ、

とする。

５・６ 略

第20条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。

(1) 略

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

地方公務員法第28条第４項の規定により失職した職員

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する

支給日の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く｡）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁

錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める

処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く｡）で、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に

処せられたもの

第20条の３ 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとさ

れていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止

めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該

起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに

限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第６編に規定する

略式手続によるものを除く。第３項において同じ｡）をされ、
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改正前 改正後

その判決が確定していない場合

(2) 略

２ 略

３ 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに

該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消

さなければならない。ただし、第３号に該当する場合において、

一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限り

でない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられなかった

場合

(2)・(3) 略

４～６ 略

（勤勉手当）

第21条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条において

これらの日を「基準日」という｡）にそれぞれ在職する職員に対

し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準

日以前６箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ

基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これ

らの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条

第１号に該当して同法第28条第４項の規定により失職し、又は死

亡した職員（人事委員会規則で定める職員を除く｡）についても、

同様とする。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、教育委員会が人事委員会

規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。こ

その判決が確定していない場合

(2) 略

２ 略

３ 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに

該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消

さなければならない。ただし、第３号に該当する場合において、

一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限り

でない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった

場合

(2)・(3) 略

４～６ 略

（勤勉手当）

第21条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条において

これらの日を「基準日」という｡）にそれぞれ在職する職員に対

し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準

日以前６箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ

基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これ

らの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員（人事委員

会規則で定める職員を除く｡）についても、同様とする。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、教育委員会が人事委員会

規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。こ
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改正前 改正後

の場合において、勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若

しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しく

は失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ｡）におい

て受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の92.5（特

定幹部職員にあっては、100分の112.5）を乗じて得た額の総額

(2) 略

３～５ 略

（休職者の給与）

第22条 略

２～４ 略

５ 職員が職員の分限に関する条例（昭和27年佐賀県条例第18号）

第２条各号に掲げる休職の事由（以下「休職事由」という｡）の

１に該当して休職にされたとき又は佐賀県市町立学校県費負担教

職員の分限に関する条例（昭和31年佐賀県条例第48号）第２条の

規定に基づき、佐賀県立学校職員の例により、休職事由の１に該

当して休職にされたときは、その休職の期間中人事委員会規則の

定めるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末

手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

６ 第２項、第３項又は第５項に規定する職員が、当該各項に規定

する期間内で第20条第１項に規定する基準日前１箇月以内に退職

し、若しくは地方公務員法第16条第１号に該当して同法第28条第

４項の規定により失職し、又は死亡したときは、第20条第１項の

規定により人事委員会規則で定める日に、当該各項の例による額

の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で

の場合において、勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次

項において同じ｡）において受けるべき扶養手当の月額を加算

した額に100分の92.5（特定幹部職員にあっては、100分の112.5）

を乗じて得た額の総額

(2) 略

３～５ 略

（休職者の給与）

第22条 略

２～４ 略

５ 職員が職員の分限に関する条例（昭和27年佐賀県条例第18号）

第２条各号に掲げる休職の事由（以下「休職事由」という｡）の

１に該当して休職にされたとき又は佐賀県市町立学校県費負担教

職員の分限に関する条例（昭和31年佐賀県条例第48号）第２条の

規定に基づき、佐賀県立学校職員の例により、休職事由の１に該

当して休職にされたときは、その休職の期間中人事委員会規則で

定めるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末

手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

６ 第２項、第３項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規

定する期間内で第20条第１項に規定する基準日前１箇月以内に退

職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で

定める日に、それぞれ第２項、第３項又は前項の規定の例による

額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則

で定める職員については、この限りでない。
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附 則

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

改正前 改正後

定める職員については、この限りでない。

７ 略

８ 勤勉手当の第21条第１項に規定する基準日現在第２項、第３項

又は第５項の規定に該当する職員には、当該各項に規定するもの

のほか、第21条の例により算出された額にそれぞれ第２項、第３

項又は第５項に規定する割合を乗じて得た額の勤勉手当を支給す

ることができる。

７ 略

８ 勤勉手当の第21条第１項に規定する基準日現在第２項、第３項

又は第５項の規定に該当する職員には、これらの規定に規定する

もののほか、同条の例により算出された額にそれぞれ第２項、第

３項又は第５項に規定する割合を乗じて得た額の勤勉手当を支給

することができる。
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